
峡東都市計画公園の変更（甲州市決定） 

 

峡東都市計画公園中、2・2・1号於曽公園を次のように変更する。 

種別 
名称 

位置 面積 備考 
番号 公園名 

街区公園 2・2・1 於曽公園 
甲州市塩山下於

曽 539 番地 4 外 
0.60ha 

園路、東屋、

ベンチ、多目

的トイレ、駐

車場、駐輪場 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 
 
理 由 
 

於曽公園は、昭和 54 年 3月に都市計画決定された街区公園である。 

平成 26 年度都市計画道路見直しの検討を行った際に、都市計画道路 3・4・1塩山駅下於曽

線は将来的に廃止路線とする本市の意向があった為、本公園の区域を都市計画道路区域内

に拡張したことにより、都市計画施設の重複が生じることとなった。 

令和元年度に都市計画マスタープランの改定により、市の方針を実現する為に立地適正化

計画の策定を目標に掲げ、より実効性のあるまちづくりを推進していく為に都市計画道路

3・4・1 塩山駅下於曽線の事業の必要性が生じた。 

以上のことから、重複している都市計画施設の決定を解消する為、本公園の区域を変更する。 

また、本公園南に公園駐車場(0.05ha)が整備されており、既に一体的に利用されていること

から、本公園の区域に編入することで、今後の活用可能性も広がると考えられる。 

 

様式 12 


